
東御市文化会館条例施行規則の改正について

【東御市文化会館におけるこれまでの経過】

東御市文化会館は、中央公民館に続く新たな文化振興の拠点として、平成２年に着工、平成３年にオ

ープンしました。

建設に当たり、建設要望活動の中心的な役割を果たしていたのが、東部町文化協会（現東御市文化協

会）であり、以来、長きに渡り東御市民の文化振興における中核を担っています。

【東御市文化会館の利用状況】

現在、文化会館は年間約 10万人に利用されています。
文化会館の利用を促進しつつ、市の文化芸術レベルの向上を図るため、文化協会を含む文化芸術団体

に対し、これまで文化会館の施設や備品使用の利用料減免措置を講じてきており、現在に至ります。

〇施設利用回数【平成 29～31年度の平均】

〇利用収入料金【平成 29～31年度の平均】

東御市 3,133

幼保小中 26,516

高等学校 2,298,434

文化協会 862,070

事業所 2,178,526

一般・個人他 2,807,990

計 8,176,669

減免 10,038,911

規定料金 18,215,580

東御市
16％

市内幼保小中
3%

市外幼保小中
3％

市内高等学校
0%

市外高等学校
7%

文化協会
38%

市内事業所
6％

市外事業所
6%

一般・個人

12％

その他団体
9％

総数：

2,057回

東御市
0%

市内幼保小中
0%

市外幼保小中
0%

市内高等学校
0% 市外高等学校

11%

文化協会
6%

市内事業所
10%

市外事業所
1%

一般・個人
17%その他団体

1%

減免
55％

減免：55％
収入：45％

【資料1】

1



【現状の課題】

文化協会加盟団体による文化会館の施設利用が約４割を占めています。一方、利用料収入については

最も使用回数が多い文化協会加盟団体からの収入の割合が最も少ない状況です。

文化会館の開館から 30数年が経過し、様々な社会情勢が変化していく中、文化協会加盟団体以外の
文化会館の利用者数の増加により、市民への公平なサービスの提供が大きな課題となっています。また、

増加傾向にある文化会館施設の維持管理コストに対し、使用料収入による収支バランスの安定化が必要

であることから、「東御市文化会館条例施行規則（平成 16年４月１日告示）」の改正を行いたいと考え
ます。

【東御市文化会館条例施行規則の改正内容】

近隣の文化施設等と比較をし、現状に即した減免区分を設け、備品使用料や冷暖房使用料等の適正化

を図ります。

◎ 利用料金の減免について

東御市文化会館条例施行規則 ※抜粋

（利用料金の減免）

第８条条例第11条の規定による利用料金の減額又は免除の額は、納付すべき利用料金の額に、

別表第３に掲げる利用者区分に従い、当該利用者区分に掲げる率を乗じて得た額とする。

文化協会加盟団体の減免率を下記のとおり段階的に減免率を引き下げ、近隣施設や市内他施設と近い

ものにします。

文化協会の利用については、一部文化会館の自主文化事業として扱い、費用は指定管理者（指定管理

委託料）が負担することで、活動の機会を保障し、東御市民の文化振興における中核を担っていただけ

るよう配慮します。

減免率％ ホール 楽屋 ﾘﾊｰｻﾙ室 練習室 会議室 展示室
備品

冷暖房費

東御市文化協会加盟団体 80 80 100 100 100 100 100

R５年度
ホール 楽屋 ﾘﾊｰｻﾙ室 練習室 会議室 展示室 備品・冷暖房費

80 80 100 100 100 100 0

R６年度 80 80 80 80 80 80 0

R７年度 70 70 70 70 70 70 0

R８年度 60 60 60 60 60 60 0

R９年度 50 50 50 50 50 50 0
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長野県文化施設協会加盟施設の文化芸術団体に対する施設利用料の減免率　（参考）

施設名 ホール 楽屋 リハーサル室 練習室 会議室 展示室

東御市文化会館 80 80 100 100 100 100

丸子文化会館
（セレスホール）

50 70 ― ― 100 100

木曽文化公園 50 50 50 ― 100 ―

駒ヶ根市文化会館
（駒ヶ根市総合文化センター）

50 50 50 50 50 50

上田市交流文化芸術センター
（サントミューゼ）

50 50 ― 50 50 50

まつもと市民芸術館 50 50 ― 50 50 ―

須坂市文化会館
（メセナホール）

50 50 ― 50 50 ―

飯田文化会館 50 50 ― ― 50 50

千曲市更埴文化会館
（あんずホール）

50 50 ― ― 50 ―

塩尻市文化会館
（レザンホール）

50 50 50 ― ― 50

ホクト文化ホール 40 40 40 ― 40 40

長野県松本文化会館
（キッセイ文化ホール）

40 40 40 ― 40 ―

長野県伊那文化会館 40 40 ― ― ― ―

松本市音楽文化ホール
（ザ・ハーモニー・ホール）

30 30 ― 30 ― ―

岡谷市文化会館
（カノラホール）

下諏訪総合文化センター

川上村農村総合文化施設

茅野市民館

長野市東部文化ホール
（柳原総合センター）

長野市芸術館

辰野町民会館

佐久市コスモホール

軽井沢大賀ホール

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等

未定・非公開等
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